
埼玉県議会１２月定例会特集！
 コロナ対策の強化等、更なる安全・安心の県民生活に向けて！
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Challenge　Spirit と は・・・　
直訳で「挑戦する精神」。一度志を抱いたならば、一度の挫折を苦とせず糧とし、常に挑戦する気持ちで前向きに頑張っていく「田村たくみ」の精神を表したもの。

謹賀新年。 皆様方に於かれましては、 ご家族で健やかな
新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 コロナの終息が
見えない状況ではありますが、 今年は皆様とともにコロナを
克服し、 素晴らしい年となるよう祈念申し上げます。
　さて、 １１月３０日から１２月１８日の１９日間で、 埼玉県議
会１２月定例会が行われました。 コロナ対策費として 「令
和２年度一般会計補正予算 （第１１号）」 を急施案件とし
て全ての議案に先んじて審議 ・議決する対応を行うなど、
今定例会もコロナ対応に追われた議会でありました。 この他
に、 本県建設業者の経営健全化や雇用の安定化、 公
共工事の品質確保の観点から、 公共事業の施工時期の
平準化や適正工期を確保するため等を設定する 「令和２
年度埼玉県一般会計補正予算 （第１０号）」、 本年４月１
日の設立に向けて準備を進めております地方独立行政法
人埼玉県立病院機構の設立に必要な事項を定めるととも
に、 規定の整備を行うものなど、 追加議案も含めて知事
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安心・安全な保健医療体制のため保健所を視察する田村県議
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自民党提案「県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」を可決！

提出５１議案を慎重審議の末に、 原案通り可決致しました。 また、 ９月定例会より継続審議となっていました昨年度
決算議案についても認定するとともに、 教育委員会委員の選任など人事議案４件についても同意致しました。
　また、 盗撮行為を禁止し、 盗撮行為に対する罰則を強化することで県民生活の平穏を図るための 「埼玉県迷惑
行為防止条例の一部を改正する条例」 を議員政策条例として提案し、 自民党議員団の提案が賛成多数で可決 ・
成立致しました。 県民生活の安全 ・安心に繋がる重要な条例であり、 成立できたことを嬉しく思います。
　今年も、 県民要望に応える県政の推進 ・地域発展に全力で取り組んで参ります。 皆様の更なるご支援 ・ ご協力
をよろしくお願い申し上げます。

　近年の盗撮行為はスマートフォンの急速な普及、 撮影機器の高機能化、 小型
化に伴い、 様々な場所において盗撮が行われています。 盗撮された画像データは
半永久的に記録され、 インターネット上に流出するおそれがあるほか、 個人の特
定が可能な情報が含まれているケースも少なくありません。
これらの状況を踏まえ、 これまでは条例の規制対象とされていなかった学校、 会
社事務所内、 住居などを含め、 盗撮行為（盗撮の準備行為、 のぞき行為を
含む。）を禁止し、 盗撮行為（盗撮の準備行為を含む。）に対する罰則を強化
することで県民生活の平穏を図るため、 「埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改
正する条例」 を議員政策条例として提案。 自民党県議団の提案した条例が賛
成多数で可決 ・成立致しました。
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〒337-0032　さいたま市見沼区東新井５８７－２　　e-mail：info@takumi-tamura.jp　
電話 ： 048-681-0005　　FAX:048-681-0006

ホームページ　　http://www.takumi-tamura.jp

県政のこと、身近なこと、何でもお気軽にご相談ください！お問い合わせは、「田村たくみ」事務所まで…！

　埼玉県議会議長／埼玉県議会議員（４期）
　　◎ 南６区（さいたま市見沼区）選出    ◎ 企画財政委員会  委員　　
　昭和４６年１０月１５日生まれ（４９歳）
　　◎ さいたま市立海老沼小学校　卒業　◎ さいたま市立片柳中学校　卒業
　　◎ 埼玉県立川口青陵高等学校　卒業　◎ 放送大学教養学部　卒業
　　◎ 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科　修了（公共政策修士）
　主な経歴及び役職
　　◎ 自由民主党さいたま市見沼区支部  支部長　　◎ 早稲田大学システム競争力研究所 招聘研究員　等　

田 村 た く み プロフィール

   県民の日記念式典にて挨拶　　　　県納税団体等表彰式にて賞状授与　　  都道府県議員政策研究大会にて講演   　　　県地方庁舎等の現状調査

◇埼玉県指定 診療・検査医療機関検索システム◇

◇写真で見る活動記録◇

　埼玉県では、 発熱患者が迷わず地域の医療機関等で受診することができるよう、 新型コロナウイルス感染症とインフルエ
ンザ両方の診療を行うことができる医療機関を 「埼玉県指定 診療 ・ 検査医療機関」 として指定、 公表しています。

　注意事項 （医療現場の混乱を防ぐため、 必ずお読みください）
　 ・ 他の症状の患者と接触しないように発熱患者専用の受付時間を設定しています。 必ず事前に電話連絡をしてから受診してください。
　　※事前連絡をしないで医療機関に行っても、 受診できないことがあります。
　 ・ 検査は、 医師が必要と認めた場合に限り行われ、 漠然とした不安がある、 陰性証明がほしいという理由での検査はできません。
　 ・ 診療のみを行い、 検査は連携する医療機関等へ引継ぐものも含んでおります。
　 ・ 受診の際はマスクを着用し、 医療機関の指示に従ってください。 公共交通機関の利用を控えて受診してください。

https://flu-search.pref.saitama.lg.jp/

ホームページが見られないなどで、指定医療機関の連絡先を電話で確認したいときは、
相談窓口へご連絡ください。

《埼玉県受診・相談センター》TEL：048-762-8026

   モビリティ体験講習に参加       英霊にこたえる議員連盟靖国神社参拝　    消費者庁未来創造戦略本部を視察     　 シリア臨時代理大使の表敬訪問


